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大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

  

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
、
大
分
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
（
平
成
三
十
年
大
分
県
告
示
第
六

号
）
の
一
部
を
平
成
三
十
年
六
月
二
十
八
日
付
け
で
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９ 　

大
分
県
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
は
、
中
西
部
太
平
洋
ま
ぐ
ろ
類
委
員
会
に
お

い
て
決
定
さ
れ
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
措
置
に
基
づ
い
て
、
別
に
定
め
る
。

　

二
の
２
の
表
中

「

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

平
成
三
十
年
七
月
か
ら

平
成
三
十
一
年
六
月
ま
で

（
注
）

」
を

「

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

平
成
三
十
年
七
月
か
ら

平
成
三
十
一
年
六
月
ま
で

若
干

」
に
改
め
、
同

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

表
の
（
注
）
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

　

平
成
三
十
年
大
分
県
告
示
第
六
号
の
一
の
９
に
規
定
す
る
大
分
県
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
に
関

す
る
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法

律
第
七
十
七
号
）
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　

大
分
県
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

一　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

　

１ 　

本
県
に
お
い
て
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
は
、
釣
り
漁
業
や
定
置
網
漁
業
に
よ
り
漁
獲
さ
れ
る
が
、
資
源
状
況

が
こ
れ
ま
で
の
最
低
水
準
付
近
に
な
っ
て
い
る
。

　

２ 　

こ
の
た
め
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
を
通
じ
て
、
安
定
的
で
持
続
的
な
利
用
を
図
る
た
め
に
、

国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
本
県
の
知
事
管
理
量
に
つ
い
て
本
県
の
漁
業

の
実
態
に
応
じ
た
適
切
な
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。

　

３ 　

ま
た
、
本
県
の
知
事
管
理
量
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
は
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
数
量
を
的
確

に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
採
捕
の
数
量
の
報
告
体
制
を
整
備
し
、
適
切
な
報
告
が
な
さ
れ

る
よ
う
漁
業
者
等
の
指
導
・
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
併
せ
て
、
採
捕
の
数
量
が
積
み
上
が
り
本
県

の
知
事
管
理
量
に
近
づ
い
た
場
合
は
こ
の
旨
を
直
ち
に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
早
期
是
正
措
置
を
講
じ

る
も
の
と
す
る
。

　

４ 　

ま
た
、
適
切
な
管
理
を
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
当
該
資
源
を

取
り
巻
く
環
境
等
に
つ
い
て
の
、
よ
り
詳
細
な
科
学
的
デ
ー
タ
又
は
知
見
が
必
要
で
あ
り
、
当
該
デ
ー

タ
の
蓄
積
又
は
知
見
の
進
展
を
図
る
た
め
、
大
分
県
農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
水
産
研
究
部
を
中

心
と
し
、
国
又
は
関
係
都
道
府
県
と
の
連
携
の
下
、
資
源
調
査
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
す
る
。

　

５ 　

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
本
県
の
知
事
管
理
量
の
遵
守
を
図
る
観
点
か
ら
、
漁
業
者
協
定
の
締
結
等
を
促
進

し
、
本
県
の
管
理
措
置
と
相
ま
っ
た
漁
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
漁
獲
管
理
の
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
の
知
事
管
理
量
に
関
す
る
事
項

く
ろ
ま
ぐ
ろ
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
小
型
魚
（
以
下
「
小
型
魚
」
と
い

う
。
）

〇
・
五
ト
ン

く
ろ
ま
ぐ
ろ
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
大
型
魚
（
以
下
、
「
大
型
魚
」
と

い
う
。
）

一
・
〇
ト
ン

 

六
一
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報
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外
（
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１　

本
県
は
、
漁
船
漁
業
及
び
定
置
漁
業
の
い
ず
れ
も
漁
船
漁
業
等
の
広
域
管
理
に
参
加
す
る
。

　

２ 　

他
の
都
道
府
県
の
採
捕
の
数
量
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
漁
船
漁
業
等
の
当
初
割
当
量
が
変
化
し
た

場
合
は
、
本
県
の
知
事
管
理
量
も
変
化
す
る
も
の
と
す
る
。

　

３ 　

国
全
体
の
小
型
魚
又
は
大
型
魚
の
漁
獲
可
能
量
を
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
と
認
め
て
、
農

林
水
産
大
臣
が
当
該
採
捕
の
数
量
を
公
表
し
た
場
合
は
、
本
県
の
漁
船
漁
業
等
の
広
域
管
理
量
が
消
化

さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
本
県
の
採
捕
の
数
量
を
も
っ
て
、
本
県
の
漁

船
漁
業
等
の
割
当
量
と
す
る
。

三 　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
知
事
管
理
量
に
つ
い
て
、
採
捕
の
種
類
別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
数
量
に
関
す
る
事

項

　

  　

本
県
の
知
事
管
理
量
は
、
小
型
魚
、
大
型
魚
と
も
に
五
ト
ン
以
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
採
捕
の
種
類
別
、

海
域
別
又
は
期
間
別
の
数
量
は
定
め
な
い
こ
と
と
す
る
。

四　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

　

 　

本
県
で
は
、
二
に
示
し
た
知
事
管
理
数
量
を
遵
守
す
る
た
め
、
以
下
の
管
理
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

　

１　

緊
急
報
告
体
制
に
つ
い
て

　
　

㈠ 　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
（
以
下
「
県
漁
協
」
と
い
う
。
）
は
、
急
激
な
採
捕
の
数
量
の
積
み
上
げ

に
備
え
、
次
の
表
の
報
告
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
速
や
か
に
本
県
に
一
報
の
う
え
、
採
捕
の
数
量

報
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。

報
告
主
体

漁
業
種
類

報
告
基
準

県
漁
協

定
置
漁
業

一
ヶ
統
／
日
当
た
り
一
〇
〇
ｋ
ｇ
を
超
え

る
量
の
採
捕

定
置
漁
業
以
外
の
漁
業

一
隻
／
操
業
当
た
り
一
〇
〇
ｋ
ｇ
を
超
え

る
量
の
採
捕

　
　

㈡ 　

㈠
の
本
県
へ
の
一
報
は
、
次
の
体
制
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

漁
業
協
同
組
合

漁
業
者
か
ら
所
属
県
漁
協

支
店
へ
の
連
絡

県
漁
協
支
店
内
で
の
連
絡

県
漁
協
支
店
か
ら
本
県

に
対
す
る
連
絡

県
漁
協

各
漁
業
者
は
、
そ
の
所
属

漁
業
者
か
ら
連
絡
を
受
け

た
県
漁
協
支
店
担
当
者

一 　

県
漁
協
支
店
長
は
、

本
県
水
産
振
興
課
に

Ｆ
Ａ
Ｘ
等
で
連
絡

二 　

Ｆ
Ａ
Ｘ
等
を
確
認

す
る
県
漁
協
支
店
担
当
者

に
電
話
等
で
連
絡

は
、
支
店
長
に
電
話
等
で

連
絡

　

  

し
た
本
県
職
員
は
、

当
該
Ｆ
Ａ
Ｘ
等
の
送

信
者
に
確
認
し
た
旨

を
連
絡

　
　

（
注
１
）  　

県
漁
協
は
、
右
表
の
漁
業
者
と
県
漁
協
各
支
店
と
の
間
の
連
絡
網
を
整
備
す
る
も
の
と

す
る
。

　
　

（
注
２
）  　

本
県
は
、
右
表
の
各
県
漁
協
支
店
と
本
県
間
の
連
絡
網
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
、
年
末
年
始
等
の
閉
庁

時
の
連
絡
網
を
含
む
。
）
を
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

㈢  　

㈠
の
緊
急
報
告
が
な
さ
れ
る
急
激
な
採
捕
が
あ
っ
た
場
合
に
直
ち
に
当
該
漁
業
者
が
取
り
組
む
緊

急
の
管
理
措
置
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
ま
た
、
本
県
は
当
該
採
捕
の
数
量
報
告
を
受
け
た
際
に
、

次
の
緊
急
の
管
理
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

漁
業
種
類

緊
急
の
管
理
措
置

定
置
漁
業

一　

当
該
県
漁
協
支
店
は
、
所
属
組
合
員
に
対
し
、
大
量
入
網
が
あ
っ
た

　

旨
の
緊
急
連
絡

二　

本
県
の
残
枠
が
判
明
す
る
ま
で
の
間
は
、
当
面
、
生
存
個
体
の
放
流

定
置
網
業
以
外
の
漁
業

一　

当
該
県
漁
協
支
店
は
、
所
属
組
合
員
に
対
し
、
大
量
漁
獲
が
あ
っ
た

　

旨
の
緊
急
連
絡

二　

本
県
の
残
枠
が
判
明
す
る
ま
で
の
間
は
、
当
面
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
目

　

的
操
業
の
自
粛
、
混
獲
時
の
生
存
個
体
の
放
流

　
　

㈣  　

本
県
は
、
一
日
〇
・
三
ト
ン
を
超
え
る
採
捕
の
数
量
報
告
が
あ
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
採

捕
の
数
量
を
国
に
報
告
す
る
。

　

２　

採
捕
の
数
量
の
公
表
等
に
つ
い
て

　
　

㈠  　

本
県
は
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
県
の
採
捕
の
数
量
が
知
事
管
理
量
を
超
え
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
と
し
て
、
本
県
の
第
二
又
は
第
三
の
数
量
の
七
割
を
超
え
、
又
は
そ

の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
時
点
で
、
当
該
採
捕
の
数
量
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡  　

ま
た
、
採
捕
の
数
量
が
「
漁
船
漁
業
等
の
広
域
管
理
量
」
、
国
全
体
の
小
型
魚
若
し
く
は
大
型
魚

別
の
漁
獲
可
能
量
の
七
割
を
超
え
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
時
点
で
農
林
水
産
大
臣
か

ら
当
該
採
捕
の
数
量
が
公
表
さ
れ
る
。
こ
の
際
、
当
該
公
表
が
さ
れ
た
時
点
で
本
県
の
㈠
の
公
表
が

さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
当
該
採
捕
の
数
量
の
公
表
を
も
っ
て
本
県
の
㈠
の
公
表

と
す
る
。
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三
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七
月
二
十
七
日

三

大
分
県
報
号
外
（
告
示
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３　

早
期
是
正
措
置
に
つ
い
て

　
　

    　

本
県
は
、
前
述
の
採
捕
の
数
量
の
公
表
後
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速

や
か
に
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
内
容
と
す
る
早
期
是
正
措
置
を

本
県
の
管
内
の
漁
業
者
に
対
し
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

　
　

㈠  　

知
事
管
理
量
の
七
割
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
を

助
言
し
、
併
せ
て
県
漁
協
に
当
該
措
置
の
履
行
確
認
を
依
頼
す
る
。

　
　
　

⑴　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
獲
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
操
業
は
自
粛
す
る
。

　
　
　

⑵　

生
存
個
体
は
す
べ
て
放
流
す
る
。

　
　

㈡  　

知
事
管
理
量
の
八
割
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
を

指
導
し
、
併
せ
て
県
漁
協
に
当
該
措
置
の
履
行
確
認
を
依
頼
す
る
。

　
　
　

⑴　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
獲
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
操
業
は
自
粛
す
る
。

　
　
　

⑵　

生
存
個
体
は
す
べ
て
放
流
す
る
。

　
　

㈢  　

知
事
管
理
量
の
九
割
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
を

勧
告
し
、
併
せ
て
県
漁
協
に
当
該
措
置
の
履
行
確
認
を
依
頼
す
る
。

　
　
　

⑴　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
獲
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
操
業
は
自
粛
す
る
。

　
　
　

⑵　

生
存
個
体
は
す
べ
て
放
流
す
る
。

　

（
注
）　

小
型
魚
、
大
型
魚
と
も
に
同
じ
対
応
を
行
う
。

　

４　

そ
の
他

　
　
　

遊
漁
者
及
び
遊
漁
船
業
者
が
行
う
遊
漁
に
よ
る
採
捕
数
量
の
管
理
に
つ
い
て

　
　

㈠  　

本
県
は
、
県
内
の
漁
業
者
へ
管
理
の
取
組
を
指
導
し
た
場
合
は
、
県
内
の
遊
漁
者
及
び
遊
漁
船
業

者
に
対
し
て
も
同
様
の
指
導
を
行
う
も
の
と
し
、
併
せ
て
国
に
対
し
当
該
指
導
内
容
を
速
や
か
に
報

告
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡  　

特
に
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
を
利
用
す
る
遊
漁
者
に
つ
い
て
は
、
採
捕
の
実
態
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
本
県
は
国
と
協
力
し
つ
つ
、
釣
り
団
体
の
各
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
テ
レ
ビ
等
の

媒
体
を
通
じ
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
管
理
状
況
や
漁
業
者
の
取
組
へ
の
理
解
と
協
力
の
呼
び
か
け
を
行
う

も
の
と
す
る
。　
　

五　

そ
の
他
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

　
　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
可
能
量
を
遵
守
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
採
捕
の
停
止
命
令
を
す
る
。

　

１　

知
事
管
理
量
を
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
と
認
め
る
場
合

　
　

  　

本
県
の
採
捕
の
数
量
が
二
の
知
事
管
理
量
の
九
割
を
超
え
る
時
点
で
、
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
採
捕
の
停
止
命
令
を
す
る
。

　

２　

全
国
数
量
、
漁
船
漁
業
等
の
広
域
管
理
量
を
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
場
合

　
　

  　

国
全
体
の
小
型
魚
若
し
く
は
大
型
魚
別
の
漁
獲
可
能
量
、
漁
船
漁
業
等
の
広
域
管
理
量
を
超
え
る
お

そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
と
認
め
て
農
林
水
産
大
臣
が
当
該
採
捕
の
数
量
を
公
表
し
た
場
合
は
、
そ
の

時
点
に
お
け
る
本
県
の
採
捕
の
数
量
を
も
っ
て
知
事
管
理
量
と
な
る
こ
と
か
ら
、
当
該
公
表
の
時
点

で
、
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
採
捕
の
停
止
命
令
を
す
る
。

　

３　

そ
の
他

　
　

  　

遊
漁
者
に
よ
る
採
捕
の
数
量
は
知
事
管
理
量
に
含
ま
れ
る
た
め
、
本
県
知
事
の
採
捕
の
停
止
命
令
（
法

第
十
条
関
係
）
が
出
さ
れ
た
際
は
、
本
県
の
水
面
で
の
遊
漁
者
も
命
令
対
象
者
と
な
る
こ
と
か
ら
、
管

内
の
漁
業
者
に
対
し
管
理
の
取
組
を
指
導
し
た
際
は
、
本
県
の
水
面
で
の
遊
漁
者
に
対
し
、
同
様
の
指

導
を
行
う
。 


